
 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月27日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例25号 

   民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例 

 民生委員の定数に関する条例（平成26年岩手県条例第91号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

民生委員法（昭和23年法律第198号）第４条第１項の規定により条例で定め

る民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町村の区域ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数とする。 

民生委員法（昭和23年法律第198号）第４条第１項の規定により条例で定め

る民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町村の区域ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数とする。 

 市町村 定 数   市町村 定 数  

 宮古市 235人   宮古市 231人  

  ［略］     ［略］   

 北上市 207人   北上市 212人  

  ［略］     ［略］   

 陸前高田市 83人   陸前高田市 84人  

  ［略］     ［略］   

 紫波郡矢巾町 53人   紫波郡矢巾町 57人  

  ［略］     ［略］   

 下閉伊郡山田町 73人   下閉伊郡山田町 70人  

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この条例は、令和７年12月１日から施行する。 
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